
第２次健康増進計画及び食育推進計画の概要（案） 

 

１ 計画の策定方針 

 現在の計画を基本とし、国や埼玉県の重要施策と整合性を図りつつ、アンケ

ート調査の結果及び各種統計による市民の現状と課題の改善を目指す計画とし

ます。 

 また、健康づくりと食育の推進は、一体的に推進するべきものと考え、現在

の健康増進計画と食育推進計画を一つに合わせた計画として策定します。 

 

２ 計画期間 

  現計画と同様５年間、平成２９年度から平成３３年度までとします。 

 

３ 位置づけ 

 ○健康増進計画 

 ・「健康増進法」第８条第２項に基づく健康増進計画です。 

 ・国の「健康日本２１（第２次）」及び県の「健康長寿計画（第２次）」と整

合性を図ります。 

 ○食育推進計画 

 ・「食育基本法」第１８条第１項に基づく食育推進計画です。 

 ・国の「食育推進基本計画」及び県の「食育推進計画（第３次）」と整合を図

ります。 

○市計画との関係 

 ・健康づくり及び食育に関連のある各種計画と整合を図ります。 
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資料１ 

H28.3.22(火) 第 3回食育推進会議 



○第２次計画の構成（案) 

 

健康増進計画 ・ 食育推進計画 

 第１章 計画策定の趣旨 

第２章 本市の現状      

第３章 計画のめざすところ 

第４章 健康づくりに関する取組 

（世代別・分野別の課題と取組み） 

１ 栄養・食生活 

２ 身体活動・運動 

３ 休養・こころの健康 

４ たばこ・アルコール 

５ 生活習慣病・歯の健康 

第５章 食育推進に関する取組 

１ 基本目標１ 

  健康なからだをつくる食育 

２ 基本目標２ 

  地域（くき）を知る食育 

３ 基本目標３  

  豊かな心を育む食育 

第６章 計画の推進・評価 


